
は じ め に

2008年12月 に，国 際 会 計 基 準 審 議 会

（IASB）および米国財務会計基準審議会

（FASB）は，共同で討議資料「顧客との契約

における収益認識についての予備的見解」を公

表している。この討議資料は，IASBおよび

FASBが合意したコンバージェンスについて

の覚書（MoU）において，中長期的に取組む

べき項目として取り上げられていたものである。

米国基準においては，収益認識の指針が100

以上あるが，多くは業界固有の基準であり，ま

た経済的に同一の取引に対して矛盾した結論を

導く可能性があること，また国際財務報告基準

（IFRS）に は，IAS18号「収 益」お よ び

IAS11号「工事契約」の２つの基準があるが，

基礎となる原則は矛盾しており，また曖昧で単

純な取引以外には適用が難しい場合があること

が指摘されてきた。両審議会はこのような問題

を解決するため，討議資料において契約に基づ

いた収益認識モデルを基礎とした単一の会計基

準を示し広く意見を求めている。

提案された収益認識モデルは，契約に基づい

た収益認識原則を基礎に，契約における履行義

務を識別し，当該履行義務の充足に着目し収益

を認識し，そして当該履行義務を測定すること

を通じて収益を測定するもので，契約当事者間

の契約上の資産，負債に焦点を当てたアプロー

チを採用している。現段階では概念的な部分が

多く，稼得プロセスやリスクと経済価値の移転

という従来の収益認識の概念がないので難解な

部分が多い。本稿では，収益認識モデルの概要

を示し，提示された設例をもとに解説すること

としたい。

契約を基礎とした収益認識

モデルの概要

⑴ 契約ポジション

顧客との契約は，企業に顧客から対価を受取

る権利をもたらすとともに顧客へ（商品または

サービスのかたちで）資産を移転する義務を課

している。このような契約上の権利と義務の組

合せ，すなわち権利と義務の正味の契約ポジシ

ョンは，企業の権利と義務の関係に応じて単一

の資産または負債を生じさせる。もし残りの権

利の測定値が残りの義務の測定値を超えていれ

ば契約は資産となる。同様に，残りの義務の測

定値が残りの権利の測定値を超えていれば，契

約は負債である。この契約資産または契約負債

は，企業の残りの権利および義務に対する契約

における正味の契約ポジションを反映している

（para.2.23）。このような正味の契約ポジショ

ンは次頁図表１のように示すことができる。
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